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第２１回日韓青少年夏季スポーツ交流事業(受入) 

プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  この要領は、「第２１回日韓青少年夏季スポーツ交流事業(受入)」（以下、「当事業」

という。）を実施するにあたり、業務を委託する旅行代理店をプロポーザルにより選

定するための必要事項を定める。 

 

２ 委託する業務の概要 

（１）当事業の名称      第２１回日韓青少年夏季スポーツ交流事業(受入)委託業務 

（２）委託業務の内容    第２１回日韓青少年夏季スポーツ交流事業(受入)委託業務

仕様書による。 

 

３ 募集期間 

   平成２７年１０月２６日（月）から平成２７年１１月１３日（金） 

  受付時間 

   上記期間の土曜日、日曜日を除いた日の午前８時４５分から午後５時００分まで 

 

４ プロポーザル参加表明書の提出及び参加資格について 

  当事業のプロポーザルに参加しようとする者は、平成２７年１１月１３日（金）午

後５時００分までに、プロポーザル参加表明書（別紙様式１）を提出してください。

期限までに提出のなかった場合は不参加とします。 

  なお、参加資格は次のとおりとします。 

（１）日本国内の旅行代理店のうち、沖縄県内に営業所等を置く者であること。 

また、国際交流事業を受けた実績のある者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（３）次のいずれにも該当しない者であること。 

 ア 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定による再生

手続開始の申し立てをした者又は同条第２項の規定に基づく再生手続開始の

申し立てをされた者  

 イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定による更正

手続開始の申し立てをした者又は同条第２項の規定に基づく更正手続開始の

申し立てをされた者 

 ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77条。以

下この号において「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。） 

 エ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

 オ 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者 

 カ 役員等（プロポーザルに参加する者の代表者もしくは役員またはこれらの者
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から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。）に暴力団員ま

たは暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人 

 キ プロポーザルに参加する個人から県との取引上の一切の権限を委任された代

理人が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者であ

る場合における当該個人 

 ク 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営

に実質的に関与している個人または法人 

 

５ 質問の受付及び回答について 

  当事業について、質問のある場合は下記期間中に文書（郵送、ＦＡＸ、メール可） 

にて、提出してください。口頭での質問には回答いたしかねます。なお、質問に対す

る回答は、プロポーザル参加表明書の提出があった全者にＦＡＸで送付します。 

（１） 質問受付期間 平成２７年１０月２６日（月）から１１月１３日（金）まで 

（２） 質問回答日  平成２７年１１月２０日（金） 

 

６ プロポーザル参加申請書の提出について 

  プロポーザル参加申請書（別紙様式２～１０）および関係書類をＡ４版縦型２５枚

以内にまとめ、平成２７年１１月３０日（月）午後５時００分まで（必着）に、下記

あて原本１部、写し７部を持参または郵送（配達証明付きの郵便に限る。）で提出し

てください。 

 

〈提出先〉公益財団法人沖縄県体育協会  

     日韓青少年夏季スポーツ交流事業担当者 宛 

     〒900-0026 沖縄県那覇市奥武山町 51-2 沖縄県体協スポーツ会館 

     

７ プレゼンテーション 

  提出されたプロポーザル参加申請書により、下記のとおりプレゼンテーションを行

います。 

（１）日時／平成２７年１２月１８日（金） 参加者ごとに時間を指定します。 

（２）場所／沖縄県体協スポーツ会館 

 （３）方法／持ち時間は１社につき２５分程度とし（説明２０分、質疑５分） 

提出されたプロポーザル参加申請書に基づき説明を行うこととします。 

 （４）注意事項 ・１社からの参加人数は３名以内とする。 

         ・プレゼンテーションは、総括責任者が行うこととする。 

          

８ 審査および結果の通知について 

（１） 提出された書類は、当協会に設置した選定委員会において審査します。審査

経過については公表致しません。同様に、審査結果についての異議申立も受

け付けません。 
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（２） 選定委員会では、下記の審査項目について採点を行い、合計点数の最も高い

社を選定します。 

① 組織体制の評価 

② リスクマネジメント 

③ 個人情報保護に関する管理体制 

④ 過去の事業実績 

⑤ コンセプト、日程表 

⑥ 宿泊・レセプション関係 

⑦ 選手団イベント関係 

⑧ 通訳 

⑨ 本部役員視察 

⑩ 見積書 

（３） 審査の結果は、平成２８年１月１３日（水）発送で通知します。 

 

９ その他 

（１） 当会と選定された者との間で、当業務委託について交渉を行い、合意に至

った場合に契約を締結します。 

（２） 契約の際は、見積書に記載された経費項目について、経費項目から除外ま

たは項目の追加をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。 

（３） 契約が不調に終わった場合は、審査において次点となった社と同様の手続

を行うこととします。 

（４） 本プロポーザルに要する費用は、参加者の負担とします。 

（５） 提出された書類は返却しません。また、本プロポーザルにかかる審査以外

に使用しません。 

 

１０ 問い合わせ先 

   〒900-0026 沖縄県奥武山町 51-2 沖縄県体協スポーツ会館 

         公益財団法人沖縄県体育協会  担当：金城・大田 

          Ｔ Ｅ Ｌ：０９８－８５７－００１７ 

         Ｆ Ａ Ｘ：０９８－８５７－００８５ 

        ＭＡＩＬ：kinjo-okitaikyo@poppy.ocn.ne.jp 

 


